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「交通空白」の深層と核心
 地域交通法の改正と

自家用有償旅客運送の「実質化」に向けて
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総合政策局モビリティサービス推進課

星 明彦

かながわ福祉移動サービスネットワークのみなさまへ

公共交通利用促進キャラクター「のりたろう」



まずは新たな制度づくりから



目の前の「交通空白」への対応 「交通空白」解消に向けた持続可能な体制づくり

集中対策期間後も見据え、自治体等における体制構築を推進リストアップされたすべての地区・地点で

「交通空白」解消に目途

※ 未然防止が必要な地区（要モニタリング地域の足1,632地区・観光の足146地点）にも先手先手で対応

体制構築基本目標 共同化目標 都道府県目標

3か年で300市町村 3か年で100件 3か年で47都道府県
都道府県ごとにモデル地域を創出

国による総合的な後押し

実施中
548地区
準備中

854地区
検討中

655地区

早急に要対策

252地点
要対策

210地点

地方運輸局等による
首長訪問・事業者との橋渡し・伴走支援 制度・事例等に係る情報・知見の提供 実証・実装等に向けた十分な財政支援

「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム (R8.2.13：1,409会員) 新たな制度的枠組みの構築
共同化・協業化、自治体の体制強化、観光の足とのハイブリッド化 等

事業者への働きかけ
（山口県タクシー協会）

バス協調・共創プラットフォームひろしま

カタログによる
マッチング支援

パートナー企業からの
ご発表

(株)バイタルリード(株)Will Smart

第1回プラットフォーム発足
（R6.11.25）

第2回プラットフォーム
（R7.3.19）

さらなる官民の取組
実装に向けて

パイロット・プロジェクトの展開
（５分野30プロジェクト）

発足時の総会に
計500名超が参加

平井鳥取県知事ほか
各界からの講演

能登地域における広域連携のイメージ

• 奥能登2市2町で広域で共通のAIオンデマンド交通の導
入

• 広域運営体制を構築することにより、圧倒的な担い手不足
に対応

スクールバスへの地域住民の混乗に
係る実証事業（京都府京田辺市）

• 広島市とバス事業者８社で、協調・共創プラットフォーム
（一般社団法人化）を立ち上げ、共同運営システムを構築
データを活用した企画立案・システムや車両の共有等を実施

国土交通大学校での研修
（データやGISの活用等の研修）

複数施設での共同送迎システムによる
運行実証事業（岡山県玉野市）

国土交通省「交通空白」解消本部（本部長：国土交通大臣）
① 「地域の足対策」と「観光の足対策」
② 「日本版ライドシェア」や「公共ライドシェア」

のバージョンアップと全国普及

公共RS

日本版RS

乗合タクシー

許可・登録を
要しない輸送AIオンデマンド

ローカル鉄道 バス

乗用タクシー
R6.  7.17 第１回本部 R7. 2.25 第３回幹事会

R6.  8.  7 第１回幹事会 R7. 4.24 第４回幹事会

R6.  9.  4 第２回本部 R7. 5.30 第４回本部

R6.10.30 第２回幹事会 R7. 9.10 第５回幹事会

R6.12.11 第３回本部 R7.12.19 第５回本部

「交通空白」解消に向けた取組方針2025（概要）※骨太の方針2025にも本施策を位置づけ

地域の足

約2,000
地区

観光の足

約460
地点

○ 人口減少や高齢化による免許返納が進展。買物、医療、教育など様々な日常サービスを支える地域交通の役割は
ますます高まる一方、地域鉄道・路線バスの運転者の不足、減便や廃止により、地域交通は危機的な状況

○ 日本版・公共ライドシェア等の新しい移動手段のほか、鉄道・バス・タクシー・デマンド交通等あらゆる移動手段を総動
員しながら、「交通空白」を解消していく必要

（八）地域未来戦略
地域交通や物流を維持するため、中継輸送やＤＸの推進、多様な
主体による協業を促す枠組みの創設を通じ、交通空白やドライバー
などの担い手不足の課題解消に取り組みます。

高市内閣総理大臣 施政方針演説（R8.2.20抜粋）

地方運輸局等により、首長等への直接訪問や自治体担当者との事務打合せ、
交通事業者等との橋渡し・調整、都道府県と連携した説明会の開催等を実施

『「強い経済」を実現する総合経済対策』（令和７年11月21日閣議決定）＜抜粋＞

２．地方の伸び代の活用と暮らしの安定

(1)地域の生活環境を支える基幹産業の支援・活性化（地域交通の維持・物流体制維持への支援）

地方の生活と産業を支える地域交通については、その利便性、生産性、持続可能性を高めるための地

域交通のリ・デザインを引き続き全面展開する。 「『交通空白』解消に向けた取組方針2025」に基づき、

集中対策期間における全国約2,500の「交通空白」解消に向けた、地方公共団体や公共交通事業者

等による地域の実情に応じた移動手段の確保・維持の取組を進める。具体的には、デマンド交通や公共

ライドシェア等の移動手段の導入、事業主体間の共同化・ 協業化も通じた地域の輸送資源の最大活用

やシステム標準化等の地域交通ＤＸを総合的に推進する。また、自動運転の早期の社会実装・事業化

及び運輸安全委員会における事故原因究明体制の構築等に向けた取組を推進する。

自治体業務の補完・省力化を推進し、「交通空白」解消に向けた持続可能な体制
づくりを支援するため、ガイダンスやポータルサイト、カタログ等の支援ツールを提供

MOBILITY UPDATE PORTAL
（実務者向け支援ツール）

予算面や体制構築(広域調整、担い手づくり等)を必要とする取組に対して、各種支
援メニューにより、「交通空白」解消に向けた取組の実装や持続可能な体制づくりを後
押し

集中対策期間（R7～9）後

首長への訪問
（熊本県人吉市）
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国土交通省における「交通空白」解消の取り組み



⚫ データの外部への共有やアクセス範囲などのプロセスをガイドラインで明確化しつつ、地方公共団体が交通事業者等にデータ提供を求
めることができることを明確化する。

⚫ 地方公共団体等のルール遵守を前提に、交通事業者等が、その必要性・重要性に鑑み、地方公共団体からの求めに協力し、地方
公共団体と交通事業者等の両者が緊密に連携して地域交通の持続可能性の確保に努めていくことが極めて重要である。

⚫ こうした観点から、このデータ提供等の協力要請に関し、特にその必要性が高い一定の場合に限っては、地域交通法において、正当
な理由がある場合を除き要請に応じることとすることを、規定することが望ましい。その際、事業経営や競争に関わる事項の取扱いに
留意するべきである。

とりまとめの内容

⚫ 担い手不足をはじめ供給面の制約から地域旅客運送サービスの提供に課題が生じている状況に対応するためには、交通事業者、交通
事業者以外の関係者（施設送迎）、地方公共団体の共同化・協業化を進めていくことが必要。

⚫ 「交通空白」等について、地域の輸送資源をフル活用して解消するため、運転者等の担い手や車両等に関して、地方公共団体が司
令塔役として主体性を発揮して交通事業者間や施設送迎サービスの提供者等から協力を得る等、地域の関係者が連携してその実
情に応じた適切な形態による運送サービスの提供を図る事業を、地域交通法の地域公共交通特定事業として新たに創設し、手続
の特例、事業の計画的な実施義務を措置するなど制度的な対応を講じるべきである。

⚫ 航路事業において、船舶の法定検査期間中の運休・減便回避のため、他の事業者から代替運航や船舶の貸渡しの協力を得て運航
の確保を図る事業を、地域交通法の地域公共特定事業として新たに創設するなどの制度的な対応を講じるべきである。

⚫ これに加え、共同化・協業化に係る体制整備や設備投資のため財政投融資も含めた財政上の支援により、これらの取組を強力に推
進すべきである。

１．共同化・協業化の推進

２．地方公共団体を支援する外部組織の活用
⚫ 地方公共団体が地域交通施策に取り組む上で、人員やノウハウの不足が大きな課題となっている。
⚫ 関係者の連携・調整を図りながら地域交通施策の推進に貢献する外部組織「連携促進団体（仮称）」が、地方公共団体を補完す

る存在として役割を果たせるよう、法定協議会への参加や地域公共交通計画の検討・提案が行えるようにするなど、地域交通法にお
いて制度的な位置づけを規定すべきである。

3．公共ライドシェアの実施主体
⚫ 広域での輸送ニーズに対応するため、一部事務組合、広域連合、都道府県等も公共ライドシェアの実施主体に追加することを検討
すべきである。

４．データの利活用
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交通政策審議会地域公共交通部会 とりまとめ
「交通空白」の解消に向けた制度的枠組みの構築～関係者の連携・協働（モビリティ・パートナーシップ）の推進～



とりまとめの内容

＜開催実績＞
令和７年６月27日 第１回 地域公共交通の現状、本検討会での検討事項・論点、関係者ヒアリング

８月25日 第２回 検討事項・論点の整理、関係者ヒアリング
９月29日 第３回 とりまとめ（素案）、関係者ヒアリング
12月16日 第４回 とりまとめ（案）
12月26日  とりまとめ（公表）

５．法定協議会の運営
⚫ 交通事業者が路線等の休廃止に係る情報提供を事前に行うように努め、代替交通の確保に係る協議を行うこととすることを、地域交
通法の基本方針において明確化するなどの措置を検討すべきである。

⚫ 法定協議会の議決方法について、関係者の意見聴取の機会を確保したうえで、多数決も含めて協議会の議決を行うことが可能な旨
を同基本方針において明確にし、迅速かつ効果的な意思決定ができるような協議会運営ができるように検討すべきである。

６．観光需要を踏まえた相乗効果の発揮
⚫ 地域公共交通計画の策定に当たって、地域住民の移動とあわせて、観光客の移動のための需要を考慮することを、地域交通法の基本
方針において明確化すべきである。

＜委員＞◎は部会長
池之谷 潤 全日本交通運輸産業

労働組合協議会議長
大井 尚司 大分大学経済学部門教授
大串 葉子 同志社大学大学院

ビジネス研究科教授
清水 希容子 島根大学材料エネルギー学部教授
須田 義大 東京工科大学片柳研究所教授

未来モビリティ研究センター長
竹内 健蔵 東京女子大学現代教養学部教授
羽藤 英二 東京大学大学院工学系研究科教授
原田 文代 株式会社日本政策投資銀行

常務執行役員
◎山内 弘隆 一橋大学名誉教授

＜臨時委員＞
阿部 守一 長野県知事
石田 東生 筑波大学名誉教授
加藤 博和 名古屋大学大学院環境学研究科教授
河合 優子 西村あさひ法律事務所弁護士
神田 佑亮 呉工業高等専門学校

環境都市工学分野教授
熊谷 雄一 青森県八戸市長
越     直美 三浦法律事務所弁護士
中村 文彦 東京大学大学院

新領域創成科学研究科特任教授
松井 一實 広島県広島市長
吉田 樹 福島大学経済経営学類教授、

前橋工科大学学術研究院特任教授

渡邉 一陽 一般社団法人日本民営鉄道協会副会長・
地方交通委員会委員長

伊藤 敦子 東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役副社長

金田 学 第三セクター鉄道等協議会会長
田端 英明 公益社団法人日本バス協会

地方交通委員会委員長
田中 亮一郎 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー

連合会副会長・地域交通委員会委員長
有村 和晃 一般社団法人日本旅客船協会副会長
池上 明子 一般社団法人全国自治体ライドシェア

連絡協議会理事

委員・臨時委員 オブザーバー

このほか、国土交通省関係部局及び関係省庁も参画
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〇 地域公共交通は、地方の「暮らし」と「安全」を守る基盤であるが、急速な人口減少・少子高齢化により、
運転者等の担い手が不足し、減便・廃止が相次ぐなど供給が減少する一方で、免許返納、学校や病院
等の統廃合等により社会的需要が拡大。

○ 日常生活における移動の不便にとどまらず、外出・通院機会の減少による健康面への悪影響や、現役
世代による子どもや高齢者の送迎負担の増大等により、地域の活力の低下、さらなる人口減少という
負の連鎖を招く可能性。

〇 地域公共交通の司令塔役である地方公共団体も、特に中小規模の市町村では、人材・ノウハウが不足。

○ このため、輸送資源のフル活用、共同化・協業化等により、集中対策期間（令和7～9年度）での「交通
空白」の解消・将来的な発生抑制、ひいては持続可能な地域公共交通の実現を図る必要。

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案（令和８年3月10日閣議決定）

全てについて

解消に目途

※ 「交通空白」に陥らないよう未然防止が必要な約1,800の
 要モニタリング地区・地点についても、先手先手で対応

「交通空白」
約2,500
地区・地点

集中対策期間 期間後
持続可能な

体制構築

発生の抑止

バス路線廃止キロ数の推移
(Km)

883 
1,090 

1,306 
1,514 

1,543 
1,487 

1,598 

2,496 

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

【自動車地域旅客運送サービス再構築事業（仮称）】

〇 バス、タクシー、公共ライドシェアに係る「交通空白」等について地域の輸送資源をフル活用して解消するため、運転者や車両
等に関して運送主体とは別の交通事業者や以下の施設送迎提供者から協力が得られるよう地方公共団体があっせん等するこ
とで、複数の者が協力して最適な形態で運送を提供する事業を創設。

〇 （独）鉄道・運輸機構による出融資を措置。

【施設利用者用運送サービス提供者（仮称） 】

〇 市町村が協力・連携を図るべき地域の関係者として、学校、病院、福祉施設、商業施設等を利用する地域住民等の送迎を行う
者を追加。

【海上運送利便確保事業（仮称） 】

〇 船舶検査に伴う運航の休止・減便により日常生活等へ影響が生じることを回避するため、他の事業者から、代替運航や船舶
の貸渡しの協力を得て運航の確保を図る事業を創設。  

【連携促進団体（仮称）】  

○ 交通以外の業種も含めた企業・団体も、地域交通の課題解決に全国各地で取り組んでおり、様々な知見を蓄積しながら、市町村や
交通事業者、地域交通を利用する住民等の間の調整役として重要な役割を果たしつつあるため、地域の関係者相互間の連絡調整及
び連携の促進を行う企業・団体について、法定協議会への参加促進、地域公共交通計画の提案権を措置し、 より一層の活動を推進、
人材・ノウハウの活用を図る。 

【その他】

○ 鉄道事業再構築事業や創設する自動車地域旅客運送サービス再構築事業、地域公共交通利便増進事業等の地方公共団体が主導し
て事業計画を作成することが必要な事業については、地方公共団体が事業計画作成のための情報の提供その他必要な協力を求めた
際に、正当な理由がある場合については除外した上で、交通事業者等はその求めに応じなければならないこととし、事業実施を促進。

○ 鉄道事業再構築事業を拡充し、事業構造の変更前に実施する鉄道施設の建設等に関する地方債の特例を追加。

複数者による車両・車庫の共有
（広島県広島市）

公共ライドシェアの導入
（石川県津幡町）

離島航路に就航する船舶
（山口県防府市）



地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案の概要
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※令和６年度地域交通行政調査よ

り

路線バスの廃止状
況

自治体における地域交通の検討体制

※国土交通省物流・自動車局調べ

連携促進団体の活動推進自動車地域旅客運送サービス再構築事業

○ 「交通空白」等になっている地域で、地方公共団体が、運送主体（X）を選定し、Xへ協力する者
（Y）をあっせんすることで、運転者や車両等の輸送資源をフル活用する「自動車地域旅客運送
サービス再構築事業」を創設

地方公共団体が主導して、複数の者が協力して最適な形態で運送を提供

【交通事業者同士の協力】【施設利用者用運送サービス提供者による協力】
○ 運送主体に、学校・病院・福祉施設・商業施設など

の送迎を行う者が有する人員・車両等を提供

スクールバス スクールバス公共ライドシェア

６:30 ８:30 18:0016:00

スクールバスを使用しない時間で公共ライドシェアを実施

○ 交通事業者以外の企業・団体も関係者
の間の調整役として重要な役割を果たし
ている

「連携促進団体」として位置づけ

・法定協議会の任意構成員として明確化

・地域公共交通計画の作成等への提案

モビリティデータの利活用

交通事業者A

交通事業者B

交通事業者C

地方
公共団体

事業
計画
作成

モビリティデータ
・乗降記録
・車両・運転者等の見通しも含めた供給力
等

○ 自動車地域旅客運送サービス再構築
事業等について、地方公共団体による事
業実施計画作成時に必要となる乗降記
録等のデータ提供等の協力要請に対し、
正当な理由がある場合を除いて、交通事
業者等が応じることとし、事業実施を促進。

海上運送・鉄道分野での取組充
実

○ 船舶検査に伴う運休・減便を回避するため、他の
事業者の協力を得て、 船舶の貸渡しや代替運航に
より、検査期間中の運航の確保を図る事業を創設

○ 鉄道事業再構築事業に関し、民間の鉄
道事業者が実施する鉄道施設の改良等
に対して地方公共団体が支援する場合で
も地方債を起債することができる特例を追
加

【海上運送利便確保事業の創設】
【鉄道事業再構築事業の拡充】

○ 運転者等の担い手不足が深刻化し、H28からR5にかけて1.9万人減少し、11.4万人。
○ H28からR6にかけて、路線バスは約15,804㎞、鉄軌道は約533㎞が廃止。
○ 地方公共団体においてもノウハウ・マンパワーが不足。5万人未満の自治体の84%が専任担当者ゼロ。

【地域公共交通に関する供給力の低下】
バス運転者数の推

移

○ 人口減少・高齢化が進む中で、特に地方部においては、買物、医療、教育など日常生活に不可欠な
サービスの再編が急速に進んでいる。

○ 日常生活における移動の不便にとどまらず、外出・通院機会の減少による健康面への悪影響や、現役
世代による子どもや高齢者の送迎負担の増大等により、地域の活力の低下、さらなる人口減少という
負の連鎖を招く可能性

【地域公共交通に関する社会的需要の拡大】

（出典）農林水産政策研究所資料をもとに国土交通省作成
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（出典）文部科学省「学校基本調査」よ
り

（出典）厚生労働省「医療施設調査」より
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輸送資源のフル活用、共同化・協業化等により、
集中対策期間（令和7～9年度）での「交通空白」解消・将来的な発生抑制ひいては

持続可能な地域公共交通の実現を図る必要

路線の最適化 運転者の安定的確保

リソースの共有化
広島市

バス事業者８社

運送サービスの提供負
担
金

負担金

・サービス向上

・経営安定化

財政支援

法人の
運営を支援

背景・必要性

【担い手不足等による供給力の急速な減少】

新技術の導入

利便性の向上・利用促進
（シームレスなサービスの実現）

多彩な共同事業を推進

【地方公共団体及び交通事業者等による共同体】

協 力 要
請

【サービス導入を支援する民間企業】

施設利用者用運送サービス提供者等の地域の関係者は、事業の円滑な実施に協力する努力義務

廃
止

減便

地方公共団体

事業実施計画の作成

関係者間の調整

選定
財政支援 等 Y

協力を行う者

交通事業者
教育・医療・福祉・商業施設等

の送迎者
様々な地域の関係者運転者・車両・役務等に関して協

力

X
運送主体

バス・タクシー
公共ライドシェア

施設利用者用運送サービス提供者（教育・医療・福祉・商業・宿泊施設等の送迎者）

企画・立案を支援

・協議会に参画

・計画提案 等

サービス提供に
向けた調整

関係者相互間の連絡調整

○ 運転者不足を理由に路線の維持が困難となったバス路
線を地元の交通事業者の協力を得る形で運行を継続

通学手段等の地域の足として重要な路線を維持

A社

車両を引き
続き使用

運転者不足により

路線の維持が困難に

B社

運転者
整備管理者
運行管理者

運転業務
運行管理業務
整備管理業務

協
力

地方公共団体
交通事業者

地域の関係者

連携促進団体

(民間企業）
（出典）「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム
           第１回会合 日野自動車株式会社講演資料

民間企業が、サービス内容を企
画、地域の関係者との調整を実
施するほか、運行管理業務を受
託して実施。

協力のあっせ
ん

地元の交通事業者が

路線の維持に協力

市区町村の地域交通専任担当者数 n:1,133
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案の概要（輸送資源フル活用の全体イメージ）

施設利用者用運送サービス提供
者

バス・タクシー

地方公共団体

静岡県湖西市
（従業員用送迎車両を住民向け運送サービスに提供）

岐阜県白川町（病院バスとの統合等）

計画提案

「交通空白」等でサービス提供
公共ライドシェア

学校

福祉施設

公共交通事業者
（バス、タクシー事業者等）

病院

○ 病院バスと、路線バスやデマンドバス（公共ライドシェア）を統合するほか、ス
クールバスとデマンドバスを一体で運行管理

○ 事業者から運行管理・運転業務の協力を受けつつ、地域住民から一部車両
の運転の協力を得るほか、運行にスクールバス車両も活用

民間企業・団体

自動車地域旅客運送サービス再構築事業

モビリティデータの利活用

青森県八戸市（データを活用した交通施策の実施）

○ 市内企業の協力のもと、当
該企業の従業員送迎のシャ
トルバスの空き時間に、地域
住民向けの運送サービスを
提供。（ルート上に鉄道駅、
病院、スーパーなど）

石川県奥能登地域（民間企業の協力）

○ 奥能登地域（石川県能登町/⽳⽔町/輪島市/珠
洲市）でAIデマンド交通の共同導入・運営体制構築
に向けた協力を行う

○ 今後、広域運営組織の設立を進め、タクシー・ライド
シェア等の複数交通モードの共同化による効率化を
目指す

（出典）交通政策審議会交通体系分科会 R7第３回地域公共交通部会 ネクスト・モビリティ資料を加工

バス・タクシー・公共ライドシェアの廃止等により、
移動手段の確保が課題となっている

全国で約2,500に上る「交通空白」等

協議会に参画

商業施設

地域の輸送資源をフル活用して
移動手段を確保する枠組みを構築

データ提供等
の協力

サービス提供に協力

連携促進団体

選定

財政
支援等

地方公共団体による事業実施
計画作成時に必要となる乗降記
録等のデータ提供等の協力要
請に対し、正当な理由がある場
合を除いて、交通事業者等が応
じることとし、事業実施を促進

宿泊施設

国土交通省
・

地方運輸局

モビリティデータの利活用
施設利用者用運送サービス提供者

施設利用者用運送サービス提供者等の地域
の関係者は、自動車再構築事業の円滑な実
施に協力する努力義務

自動車地域旅客運送サービス再構築事業

地方公共団体が、最適な運送形態によるサービス
を提供する運送主体を選定

地方公共団体のあっせんにより、運送主体が、地域
の関係者からサービス提供に必要な輸送資源の提
供等の協力を受ける

⇒運転者や車両等の輸送資源をフル活用する事業

運送主体

協力のあっせん

協力のあっせん

協力の
あっせん

連携促進団体
関係者間の連携の促進等を行う団体

 ・法定協議会の任意構成員として明確化
 ・地域公共交通計画の作成等への提案

交通事業者

システム・
サポート提供
人材派遣

運行委託

運賃 運行

運
行

サ
ポ
ー
ト

石川県
能登町/⽳⽔町/輪島町/珠洲市

⇓
新組織を設立

○ 地域住民向けの運送サービ
スは、湖西市が公共ライド
シェアの登録を受けて、シャト
ルバスを使用して実施。（運
賃100円）

ネクスト・モビリティ
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○ 八戸圏域を運行するバス会
社が提供するＩＣカードにつ
いて、路線再編等のための
データを活用することを目的
に、データ提供の協定を締結

○ 通年での利用者の推移や通
学・通勤定期利用者の有無
などのデータを路線再編に活
用

○ 時間帯別の路線バスの利用
者数のデータを可視化し、路
線バスから小型のワゴン車の
ダウンサイジングの適否につ
いて検討を実施



交通と医療・福祉・教育等他分野連携による地域輸送資源のフル活用

（令和８年３月末時点）

〇 地域輸送資源のフル活用を広く展開していくためには、交通分野に係る全体の計画策定から現場
での実務に至るまで様々な場面で、医療・福祉・教育等各分野の関係者が参画するなど、相互に地
域での議論や意思決定が進められる環境を構築していくことが重要。

〇 このため、国土交通省においては、以下の通り、本省・地方運輸局を挙げて、あらゆる機会を捉
えて関係省庁との連携に積極的に取り組んでいるところ。

会議等参加・施策連携 ・・・＞情報共有・意見交換により連携に向けた具体的取組を推進

「地域の公共交通リ・デザイン実現会議」 ・・・＞関係省庁参画の下、各分野と交通の連携を議論・指針等を策定

地域における協力の仕組み ・・・＞現場関係者同士の連携・交流を促進

実現会議とりまとめを踏まえ、「地域の公共交通 リ・デザイン連携・協働指針」を策定のうえ、医療（厚労省）、介護・福祉（厚労省）、教育・スポー
ツ（文科省）等の各分野と交通との連携に係る通達をそれぞれ国交省と所管省庁の連名で発出＜令和６年６月28日指針策定、以降随時通達発出＞

中国運輸局と中国四国厚生局（健康福祉部 地域包括ケア推進課）との間において、両局共同での伴走支援や定期的な意見交換、説明会の共同
開催、「福祉×交通」の特設ページ開設等、福祉分野と交通分野の一層の連携強化を図るための「連携協定」を締結＜令和８年１月14日＞

「地域の公共交通リ・デザイン実現会議」において厚生労働省、文部科学省ほか関係省庁の連携の下、デジタルを活用しつつ、交通のリ・デザインと地域
の社会的課題解決を一体的に推進するため議論＜令和5~6年に６回開催＞

文部科学省、スポーツ庁、厚生労働省、総務省、住宅局が、「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム 第3回会合に参加。各分野の取組と併せ、
今後の相互連携を一体的に発信＜令和８年２月２７日＞

厚生労働省医政局「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」において、国土交通省から「新たな地域医療構想と連携した取組」を紹介。検
討会「とりまとめ」において、「医療へのアクセスの確保等のため、公共交通等について、当該庁内の関係部署や関連する市町村、都道府県間での連携体
制の構築」することの重要性等について記載＜令和8年３月３日＞

「地方創生実現のための公共交通ネットワークの再構築を目指す議員連盟」（第22回）に、厚生労働省医政局・老健局、文部科学省初等中等教
育局、スポーツ庁が参加＜令和７年11月11日＞

文部科学省初等中等教育局「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方に関する調査研究協力者会議」において、
国土交通省から「交通と教育・医療・福祉等他分野連携による地域輸送資源のフル活用」について取組紹介。 同会議の「議論のまとめ」において、「公
立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」の改定への方向性として、「スクールバスを導入する場合、教育委員会と交通部局等とが連
携し、地域一体となった交通手段の確保策を検討することが重要」である旨記載＜令和８年３月1１日＞

医療

各省

教育

各省

福祉

各省

スポーツ庁「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」において、部活動の地域展開に向け、 「交通部局とスポーツ部
局等との連携による、スクールバス等の活用や地域公共交通との連携」等、部活動場所への移動手段確保の取組例を提示＜令和７年12月22日＞

教育

9

各省



10



11



12



13



14



15



アクセス不安の解消（静岡県掛川市、袋井市）

16

医療機関再編における課題と先進事例（公共交通の再編と遠方通院者への配慮）

厚生労働省医政局 医療機関の再編における課題と先行事例（令和３年度医療機能の分化・連携に向けた医療機関の具体的対応方針に対する調査支援事業）



アクセス不安の解消（香川県小豆島）

17

医療機関再編における課題と先進事例（学校、病院、公共交通の統合再編）

厚生労働省医政局 医療機関の再編における課題と先行事例（令和３年度医療機能の分化・連携に向けた医療機関の具体的対応方針に対する調査支援事業）



厚生労働省 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会「とりまとめ」
（2026年3月3日）

18

２．新たな地域医療構想について
（２）構想区域（P4）

構想区域の見直しに当たって、当該区域の人口規模等が大きく、交通等の整備状況によっては、区域内で病
床数等の医療資源の偏在等の課題が生じる。また、人口規模等が小さすぎると、多くの医療が区域内で完結し
なくなる。こうした点に留意しながら、都道府県ごとに地域の実態を踏まえながら検討することが必要となる。

（４）関係者に期待される役割（P6）
また、都道府県庁内の介護関係部署をはじめとして、医療へのアクセスの確保等のため、公共交通等につい
て、当該庁内の関係部署や関連する市町村、都道府県間での連携体制の構築も求められる。

５．人口規模に応じた地域ごとの課題について（P18）
特に人口の大きな都市部においては、医療資源の差異以外の、交通網の発達等といった様々な要因により、
患者の受診行動が多様となり、区域間の流出入が複雑となっている。また、医療機関が極めて近接している場
合等もあり、区域の境界部にも多くの医療機関が存在するなど、適切な区域の設定が困難である。流出入率
等が一定あることを踏まえながらも、地域での医療提供体制の協議や必要病床数の運用が可能な単位で、
実態を踏まえて適切に区域を設定することが求められる。

３．医療機関機能の確保について
（２）高齢者救急・地域急性期機能
② 医療機関機能について

人口の少ない地域等で、急性期拠点機能を担うような医療機関が二次救急の役割を担う地域も存在すると
考えられるが、地域内のアクセスや地域全体の医療需要の観点を踏まえると、基本的に、急性期拠点機能を
担う医療機関や高齢者救急・地域急性期機能を担う医療機関が連携して受入体制を確保することとなる。
そうした場合であっても、手術等の医療資源を要する急性期医療を安定的に提供していくためには、地域全

体の医師の数や働き方の状況等を踏まえ、急性期拠点機能を担う医療機関に集約しつつ、それ以外の救急
搬送については、高齢者救急・地域急性期機能を担う医療機関が主に受け入れるなどの役割分担について協
議することが重要となる。
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小中学校の統廃合に伴う通学支援と遠隔地でも質の高い学びの実現



20文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方
に関する調査研究協力者会議」資料より



21文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方
に関する調査研究協力者会議」資料より



22文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方に関する調査研究協力者会議」資料より
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23文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方
に関する調査研究協力者会議」資料より



24文部科学省「「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方
に関する調査研究協力者会議」資料より
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文部科学省 「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の
在り方に関する調査研究協力者会議 とりまとめ（2026年3月11日）

26

（スクールバス等の多様な交通手段の確保と通学路の安全確保）
学校が統合されることにより通学距離が長くなり、徒歩通学が困難となるケースが増加することが想定されるが、その

際には、教育委員会がスクールバスなどの通学支援策を講じて、児童生徒が安心・安全に通学できる環境を確保するこ
とが重要である。

スクールバスを導入する場合、導入やその運行・維持に係る費用負担に加え、近年はその担い手 （運転手等）不足が大
きな課題となっており、地域公共交通全体に深刻な影響を与えている。相次ぐバス路線の休廃止等を背景に、国土交通
省の調査では全国2,500に及ぶ「交通空白」の解消が喫緊の課題となっており、児童生徒の通学のためだけに使用する

バスの運行について検討するのではなく、首長部局と連携し、地域一体となった交通手段の確保策を検討することが重要
となる（※）。（略）

※国土交通省の交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会では令和７年12月26日に「「交通空白」の解消に向けた制度的枠組みの構築～関係者の連携・協働（モビリティ・パートナーシップ）の推進
～」が取りまとめられ、「バス・タクシー・公共ライドシェアに係る「交通空白」等について、地域の輸送資源をフル活用して解消するため、運転者等の担い手や車両等に関して、地方公共団体が司令塔役として主
体性を発揮して交通事業者間や施設送迎サービスの提供者等から協力を得る等、地域の関係者が連携してその実情に応じた適切な形態による運送サービスの提供を図る事業を、地域交通法（注追記：地域
公共交通の活性化及び再生に関する法律）の地域公共交通特定事業として新たに創設し、手続の特例、事業の計画的な実施義務を措置するなど制度的な対応を講じるべきである。」とされている。

（学校施設と他の公共施設との複合化・共用化） ※ 調整中

学校の統合に当たって校舎を新設する場合などにおいて、学校教育の充実や、施設の管理運営の効率性、公共交通
を含めた移動手段の確保等の観点から複数の学校施設や他の公共施設との複合化・共用化の検討が有用である。

（他省庁との連携）

文部科学省と他省庁との連携も今まで以上に求められる。上述のとおり、市町村において学校の適正規模・適正配置
を検討するにあたっては、教育委員会のみで適切な検討を行うことは困難であり、当該市町村が管理する公共施設を管
理する部署や交通を担当する部署等首長部局と様々な面で連携することが必要である。これは国の行政機関においても
同様であり、文部科学省は各都道府県・市町村において教育委員会と首長部局の連携が今以上に図られるように、連
携が考えられる具体的な取組の情報提供を含めて、他省庁と連携して全国に働きかけることが有効である。（略）
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部活動の地域連携・地域移行



（出典）（公財）日本中学校体育連盟「加盟校・加盟生徒数調査」の調査結果を元に作成。
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✓少子化の進展により、学校単位での活動が困難に。

✓中学校における合同部活動実施チーム数が、急激に増加。

⚫運動部活動に加入している中学生数の推移 ⚫中学校における合同部活動実施チームの推移

部活動の地域展開関係①（中学校の運動部活動の状況）

28
（スポーツ庁資料より抜粋）
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001904858.pdf



部活動の地域展開関係②
（部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン）

（出典）令和８年２月27日「「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム第３回会合」スポーツ庁発表資料 29



文部科学省 高校教育改革（グランドデザイン）

30



文部科学省 高校教育改革（グランドデザイン）
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文部科学省 高校教育改革促進基金の創設

32



➢ コロナ禍による収支悪化や運転者不足により事業者単独での事業の
継続が困難であることを踏まえ、令和６年４月１日に、市とバス事業
者が参画するプラットフォームを立ち上げ（令和７年法人化）。

➢ データ分析に基づく路線の最適化や各社の人材のプラットフォームへ
の集約による企画立案の高度化等の共同事業に加え、ＥＶバス等
導入・充電設備等整備計画の策定などの取組を進めている。

＜共同運営システム（広島モデル）のイメージ図＞

（出典）「共同運営システムによる乗合バス事業の再構築に向けた基本方針」

➢ 新たに社団法人を作る又は既存団体を活用し、限られた輸送資源を
最大限に活用した持続可能な地域交通を実現するため、以下の業務
を行う体制を確立。
・交通ネットワークの統合・広域管理マネジメント
・共同配車センター・コールセンターの運営
・運転手・車両の共同管理
・財源の確保、民間投資の誘致、移動需要の喚起

能登地域公共交通協議会（石川県等）

事業者や自治体による更なる連携・協働の推進

バス協調・共創プラットフォームひろしま（広島県広島市）

＜スキーム図＞

（出典）令和7年6月3日 馳浩 石川県知事記者会見資料

【事業者や自治体の更なる連携・協働の推進】

南信州広域連合（長野県南信州地域）

➢ エリア運行管理組織に拠る共同運営化の推進として以下の取組を実施
• 圏域内のヒト・モノ・コトの集約化による効率性、利便性向上の可能性について
の調査

• 路線、サービスの見直し
• 人材の斡旋、運転者確保
※圏域内の運営組織により一元的な運行管理、運転者管理、予約・配車

➢ 次世代交通形態の創造・実装を目的に、産学官のプラットフォーム「庄
原MaaS検討協議会」が従前より活動しており、利便性向上と情報の
見える化を具体化、地域活性化を図るために、以下の事業を実施。
• 交通・観光など様々な情報を集約・提供する拠点「MaaSステーショ

ン」を駅前に開設。客貨混載により運搬する商品の販売も実施。
• タクシーと路線バスの接続拠点を整備。円滑な乗継を実現するととも
に、地元生産野菜等をタクシー・バスの客貨混載により運搬。

33

＜MaaSステーション＞

交通事業者間の連携による客貨混載・拠点整備事業（広島県庄原市）

（出典）国土交通省「地域の関係者による連携・協働のカタログ」（事業者資料をもとに国土交通省総合政策局作成）



(株)バイタルリード (株)Will Smart

34

地域連携公共ライドシェア（茨城県つくば市等）

➢ ４市（つくば市、土浦市、下妻市、牛久市）共同で広域公共ラ
イドシェアを運行

➢ 運行管理業務、車両管理業務を一括で委託
➢ ドライバー募集から研修等も共同で実施

＜スキーム図＞ ＜ドライバー共同募集・共同育成＞

とっとライドシェア（鳥取県）

➢ ねんりんピック期間中（10/18（金）～10/22（火)の期間中24
時間）の競技者等の移動にあたり、タクシー車両の不足が見込まれ
ることに対応するため、鳥取県の申し出により日本版ライドシェア
（とっとライドシェア）を導入。

➢ 鳥取県内の７営業区域において、タクシー会社が７社連携を行い、
ライドシェアドライバーの共同募集を行った結果、74人のドライバー
を確保し、105回運行を行った。

＜参画事業者＞

➢ 交通に携わる人材の高齢化やドライバー不足などの課題に対し、地域や
業種を“越境”し、ミライの地域交通をワンストップで支えるプラットフォー
ム構築と人財育成事業を実施するミライモビリティ・ラボを創設。

➢ 自治体×企業・団体等の連携によるリソース効率化と需要の創出として、
以下の人財育成に係る取組を実施。
・地域交通クルーの育成（運行・ドライバー）
・地域交通オペレーターの育成（運行管理） 等

ミライモビリティ・ラボの創設（静岡県賀茂南西エリア）

事業者や自治体の更なる連携・協働の推進

スクールバス・コミュニティバス等の集約（茨城県常陸太田市）

➢ 路線バス、コミュニティバス、患者輸送バス、スクールバスが運行していた
が、運行ルート、運行時間が重複して非効率な状況で、市の負担額も
年々増加。

➢ 平成28年10月から、コミュニティバス、患者輸送バス、スクールバスを
路線バスに統合し、運賃体系の見直しを行い、効率的な運行を実現。

グループ

みちのりHD

関係者 市議会、

町会、市民、

小学校・保護者、

医師会、警察、

道路管理者等

バス事業者 茨城交通㈱、

日立電鉄交通サービス㈱

支援

市が合意形
成のため関
係者と調整

市がバス事業
者に運行委託

実施主体

常陸太田市

＜意思決定・実施主体＞

【事業者や自治体の更なる連携・協働の推進】

（出典）国土交通省「地域の関係者による連携・協働のカタログ」

（出典）鳥取県ホームページ「とっとライドシェア」サイト

（事業者資料をもとに国土交通省総合政策局作成）

（出典）「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム第２回会合 Community Mobility社講演資料



○ システム活用による送迎車両の運用共同化
＜群馬県みなかみ町のほか全国数カ所で同時実証＞

交通と教育・医療・福祉等他分野連携による
地域輸送資源のフル活用

○ 多様な主体の参画による地域公共交通の共創
＜岐阜県白川町・東白川村での交通再構築による経費節減・利便性向上＞

「地域輸送資源のフル活用」の事例

教育・福祉・観光施設等の送迎車両の運用を共同化。簡素に操作できる共通
システムの活用により、配車調整を自動化・省力化。
各施設の運営負担を軽減、教育、介護、生活の質を同時向上。

運転手不足で高校生の通学が不可能となる危機に対して、町村・交通事業者・病
院・住民等が協力し、①路線バスの再編、②鉄道や路線バスに接続する公共ライド
シェアの導入（時間帯によりスクールバス車両も活用）、③路線バスや公共ライド
シェアへの通院バス機能の統合により、地域公共交通ネットワークを再構築。

○ 複数の移動需要を路線バスに統合
＜茨城県常陸太田市での運行効率化＞

路線バス、コミュニティバス、通院バス、スクールバスが異なるサービス水
準で重複運行し、公的負担の増加が課題であったところ、市内公共交通の再編
に当たって、路線バスに集約（混乗化）することで運行の効率化を実現し、輸
送に係るリソースの効率化と公的負担抑制を実現。

○ 部活の足から地域の足へ拡大
＜奈良県平群町の地域総合スポーツクラブ＞

部活動の地域展開に対応し、地元バス会社と連携して地域の総合スポーツク
ラブへ通うバス事業の実証を開始。
その後、児童園児のアフタースクールへの移動や地域住民の生活交通、高齢

者の外出支援へとサービスの幅を拡大中。

複数の宿泊施設の利用客を共同で送迎
（群馬県みなかみ町） 35
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部活動の地域連携・移行の実現支援（国土交通省による取組支援（例））



➢ 米沢市においては、公共交通に加え、スクールバス・医療機関送迎バス・観光送迎バス等の輸送サービスにつ
いても、網羅的に運行状況を調査・把握。自転車を含む全ての地域輸送資源を統合的にフル活用。

➢ 市立病院や屋内遊戯施設、小中学校等他分野施設の分布・統廃合などの情報を整理分析し、地域交通
の今後の需要・供給の見通し等を立て、交通計画の再編に反映。

（医療施設）（小・中学校、高校、大学
等）

（観光施設）

（出典）米沢市地域公共交通計画
37

学校、病院等の再編に伴う統合移動分析と公共交通再編（国土交通省による取組支援（例））



交通と教育・医療・福祉等他分野連携による
地域輸送資源のフル活用について

○ 新たな制度的枠組みの構築

交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会「とりまとめ」 (R7.12.26)

『バス・タクシー・公共ライドシェアに係る「交通空白」等について、地域の輸送資源をフ

ル活用して解消するため、運転者等の担い手や車両等に関して、地方公共団体が主体
性を発揮して交通事業者間や施設送迎サービスの提供者等から協力を得る等、地域の
関係者が連携してその実情に応じた適切な形態による運送サービスの提供を図る事業
を、地域交通法の地域公共交通特定事業として新たに創設し、手続の特例、事業の計
画的な実施義務を措置するなど制度的な対応を講じる』

○ 先進的プロジェクト等に対する支援

 ・「交通空白」解消パイロット・プロジェクト 

 ・地域交通DX「COMmmmONS」

⇒先進的なプロジェクト等に対し、

国の積極的な関与により実現を後押し

「地域輸送資源のフル活用」を進めるための支援措置

「地域輸送資源のフル活用」のイメージ

文部科学省・スポーツ庁・厚生労働省等と連携し、
取組や課題を共有しつつ、政府全体から現場まで
各階層にわたる他分野連携を促進。

本
省

において

自治体の庁内連携も含めた地域における他分野連
携を促進し、好事例となる事業の創出により地域
の困りごとの解決に向けて伴走支援。

運輸
局

において

 人口減少等に伴い、公共交通の担い手不足が深刻化。さらに学校、病院、商店等の再編、部活動の地域移行等が急

速に進行し、移動需要が一層増大、広域化。このような「交通空白」等が生じている地域では、スクールバスなど

個別施設等での輸送力の確保が著しく困難なケースも。

 地方公共団体の主導により、交通、医療、福祉、商業施設等の複数の者が協力・共同する等により、最適な形態で

運送を提供できるようにしていくことがが急務（運転者や車両等の「輸送資源のフル活用」等） 。

従

前

改善例② 需給を集約
交通モードを路線バスに一本化し増強。
各需要の利用者で共同利用(混乗)

公共交通のほか、スクールバス・病院送迎車
など移動需要ごとに輸送サービスを提供

市街地

スクールバス

病院送迎車

路線バス・
コミュニティバ

ス

鉄道駅

学校

病院

路線バス

改善例① 需給を統合調整
各分野の車両と運転手の空き時間を他の用
途に活用出来るよう調整

改

善

後 病院送迎車

路線バス・
コミュニティバ

ス

スクールバス

公共ライドシェア等を活用

市街地 鉄道駅

学校

病院

学校

市街地
鉄道駅

病院

38



交通空白地域での対応例①： 需要を束ねて、バス、タクシーを積極活用

39



交通空白地域での対応例②： タクシー×公共ライドシェア

公共ライドシェア（タクシーとの共同経営）により
タクシー機能を不足分だけエクステンション

車両・ドライバーの共同利用・相乗り化などを実現

例えば、

需給を統合調整し
既存車両とドラ
イバーを活用して
共同運営にする。
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医療

介護

福祉

教育

広域拠点
（病院、介護・福祉施設、学校、図書館、
商業施設。職場、役所など）

（特に地方部の）

家庭、地域社会

仕事
（職場）

買物、
行政

小さな拠点
（一次病院・診療所、介護拠点、図書館、

小中学校、職場など）

機
能
集
積
や
デ
ー
タ
連
携
、
共
同
化
等
に
よ
り

よ
り
高
い
付
加
価
値
と
生
産
性
を
。

医
療
・
介
護
、
教
育
、
福
祉
等
の
機
能
複
合
で

世
代
や
立
場
を
超
え
た
学
び
、
共
助
に
よ
る
社
会
参
画
、

要
加
療
・介
護
状
態
の
予
防
や
適
切
な
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
。

家
族
送
迎
負
担
や
外
出
諦
め
か
ら
解
放
。
学
ぶ
、
働
く

な
ど
社
会
参
画
の
喜
び
、
所
得
の
回
復
、
安
心
の
実
感
を
。

機
能
連
携
と
集
約
で
、
「サ
ー
ビ
ス
の
質
と
持
続
可
能
性
」を
向
上

テクノロジーやデータ＆輸送資源のフル活用で、「アクセスの質や効率」を向上。
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人口減少（都市への偏在）にしなやかに対応できる仕組みへ





検討の視点、進め方の方向性



検討の視点、進め方の方向性



デジタル化や自動化からも
アプローチっ





地域交通DX推進プロジェクト「コモンズ」について

データに基づく地域公共交通計画
アップデートのための汎用手法が不足

業務の方法が事業者ごとにバラバラ
であり、経営統合や協業が難しい

配車アプリやMaaSアプリが乱立し、
ワンストップ化されていない

事業者ごとにデータがバラバラ

地域横断のデータ分析ができない

鉄道A社 バスB社 バスC社

◼我が国の地域交通では、MaaSアプリや配車アプリなど、デジタル技術を活用したモビリティサービスの高度化は一定程度
普及したものの、アプリやデータ、業務プロセスなどがそれぞれで発展し、連携していない「個別最適化」が発生。

◼ 「交通空白」解消に向けて地域交通の連携・協働をさらに深めていく新たなフェーズにおいては、先進技術の導入やデータ
連携に向けた環境整備を促進することが必要。

COMmmmONS（コモンズ） ：Code for Mobility Common Societyの略称。

デジタルの力によってすべての人がアクセス可能な共通のモビリティ基盤を創り出し
ていくというプロジェクトのコンセプトが込められています。地域交通の連携・協働の課題となる様々な「個別最適化」

◼地域交通における「個別最適化」の問題に対処するため、地域交通
DX推進プロジェクト「コモンズ」を2025年度からスタート。

◼ 地域交通法の改正とも連動し、共同化・協業化や輸送資源のフル活
用などをデジタル活用の観点から推進するため、以下の取組などを
実施。

① ダイヤ編成や運行管理等のバス業務の標準化

② 施設送迎車両の共同管理システムの提供

③ 交通データの標準化とデータ分析ツールの開発 等

⇒ 地域交通の生産性向上

バラバラな後方業務 標準モデルに
準拠した形に変革

＜現状＞ ＜目指す姿＞

業務連携する際のコスト大

形や色や大きさを統一する
ことで、
業務連携がスムーズに

ダイヤ編成や運行管理等のバス業務の標準化のイメージ地域交通DX推進プロジェクト「コモンズ」の新たな取組

A社
B社 C社 A社 B社 C社

2025年度は１３、2026年度は２１プロジェクトを実施
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地域交通法改正と連動して実施したコモンズのプロジェクト

共同化・協業化の推進 ❘ ダイヤ編成や運行管理等のバス業務の標準化

◼バス業界では、ダイヤ編成、運行管
理、勤務管理などの後方業務を各社
が独自に構築。

◼自動運転の本格導入も見据え、業務
とシステムを標準化し、各社が共通
のシステムを使ったり、業務を統合
できる環境が必要。

◼国がバスの後方業務プロセス及びシ
ステムの標準仕様を策定。

◼この標準仕様を普及させることによ
り、システムコスト削減、無駄な回送
の削減などの運行最適化、自動運転
等のシステムの効果最大化などを実
現。

Vis

後方業務には未だ紙管理も存在
データに基づく

運行管理が可能に

輸送資源のフル活用に必要な環境整備 ❘ 施設送迎車両の共同管理システムの提供

◼学校のスクールバスや病院の送迎車
両などを公共ライドシェア等と組み
合わせて地域全体でフル活用するに
は、複数の施設が連携した車両管理
が必要。

◼国が施設の従業員が多数の送迎車
両の運行を簡単に一括管理できる
「共同送迎管理システム」を開発。

◼福祉施設、旅館、塾など多様な施設
が連携した共同送迎の取組を実現
可能。

某介護施設における

ホワイトボード上の管理

簡単な操作で

送迎管理が可能

地域公共交通計画の高度化の実現 ❘ 交通データの標準化とデータ分析ツールの開発

◼交通データは事業者やシステムごと
にバラバラになっており、自治体で
データを統合して活用することが難
しい。

◼自治体職員が扱えるデータ分析ツー
ルが乏しく、コンサル外注に依存す
る傾向。

◼国が交通データの標準仕様を策定。
あわせて、様々なデータを自治体に
おいて簡単に扱えるデータ分析ツー
ルを開発。

◼データ活用環境の整備により、自治
体が作成する地域公共交通計画を
飛躍的に高度化。

A電鉄 B鉄道 C交通 Dバス

変換が必須でコストが大

データ分析ツール

「LINKS Mobilys」

2025年度 主なプロジェクト紹介



➢ 路線バスの後方業務の業務プロセス及びシステムアーキ
テクチャを標準化。

➢ 多くの関連事業者との共同作業、勉強会等を通じ、標準
化の趣旨やメリットについて、幅広い共通理解を醸成。

継続202６年度 主なプロジェクト紹介

2026年度の取組み

2025年度の成果

目指す姿

バス業務標準化

「バス業務DXのための統合データベース開発の技術実証プロジェクト」

(左)バス業務鳥瞰図
(上)勉強会の様子

➢ 後方業務の自動化・共同化により、収益改善と人材の最
適配置を後押し。バス路線廃止に歯止め。

➢ 自動運転バス導入時の業務プロセス（運行管理の委任の
あり方を含む）やシステムの標準化を行い、自動運転導
入時に業務効率を最大化できるよう、必要な環境を整備
する。

➢ 標準化領域を拡大（許認可申請、運転者採用・管理、
キャッシュレス運賃の精算などの後方業務のほか、高速
バスの共同運行、EVバスの充電マネジメントなどに対
応）。

➢ 共同化やシステム標準化によるコスト削減効果を定量化。

➢ 小規模事業者での有用性も確認。



202６年度 主なプロジェクト紹介

2026年度の取組み

➢ 地方小規模タクシー事業者の後方業務(配車、配乗、車両
管理、売上決済等)について、共同化・自動化・遠隔化を
実現（内勤者を極力減らし、運行要員に再配置）。

➢ コスト削減効果が高く、共同化等になじむ業務領域を特
定。業務プロセス及びシステムアーキテチャーの標準化
を進める。

➢ データ分析等により、配乗や運行を効率化。新任者の育
成・早期習熟も支援。

2025年度の成果

➢ タクシー共同配車業務の標準化

（導入プロセス、効果の可視化等）

➢ タクシーアプリ出力データ様式の標準化 等

➢ 自動化・共同化により、1-2%と言われる地方中小タク
シー事業の収益率を改善、担い手不足を解消。

➢ 業界内の共同化・協業化により、スケールメリットを発現。
業界全体の事業性・持続可能性を高める。

➢ 運行供用者責任を負う立場から、運行管理に関し事業者
が委任できる範囲や担うべき役割を明確化（自動運転化
も念頭に）。

                                                 ※旅客課、安全政策課と連携

New

平均 自動運転化

「タクシー業務DXのための共同業務モデルの標準化プロジェクト」

タクシー業務標準化

目指す姿



➢ 企画乗車券等の海外販売、在庫管理の自動化・デジタル
化等を実現し、固定費の削減、新規利用者の獲得・収益拡
大を図る。

➢ 外販のチャンネルづくりと併せ、直販比率の向上を図り、
販売手数料や払い戻し管理コストの削減を目指す。

➢ ＪＲ各社や大手民鉄との連携、将来の広汎な後方業務の
DX化・共同化推進も視野に入れ、検討を進める。

※鉄道事業課と連携

➢ 鉄道事業者による、企画乗車券や観光列車の乗車券のイ
ンバウンド向け販売を促進するため、共同直販やOTA
（オンライン・トラベル・エージェンシー）等での販売を可
能とする共通システムの開発を試行。

➢ 地域鉄道の乗車券販売業務をデジタル化・標準化し、業
務の効率化を図る。

➢ 第３セクター等の地域鉄道は、その約8割が赤字。

➢ 鉄道自体を観光資源として活かしたい事業者も多いが、
資本力や体制も脆弱。乗車券販売等は、紙運用が常態化。

➢ インバウンド販路形成に向けた個社での経営努力には限
界も。

202６年度 主なプロジェクト紹介

2026年度の取組み

現状の課題

New

「地域鉄道業務DXのための業務システムの技術実証プロジェクト」

目指す姿

地域鉄道業務標準化



➢ 車いす等の利用者がどんな鉄道事業者でもワンストップ
で申請できるよう（出発から到着までの申請を１回で完
結できる）アプリを試行開発・実証。

➢ 電話中心の業務をデジタル化・標準化。駅間での情報連
携の自動化を実現し、工数を削減。

➢ 車いす等の利用者は、鉄道事業者毎に異なる手続き（電
話や個別のWebフォームなど）が必要で負担が大きい。

➢ 鉄道事業者にとっても、各社個別の受付、駅間での連絡、
相互乗り入れを行う他社間でのFAX・電話を用いた連絡
等が大きな工数となり、業務を圧迫。

202６年度 主なプロジェクト紹介

2026年度の取組み

現状の課題

New

「介助依頼のワンストップサービスの社会実装プロジェクト」

目指す姿

鉄道における介助依頼のワンストップ化

➢ 来年度、複数事業者による相互乗入や乗継への対応を実
証。業務プロセスやシステムの標準化、各社の既存システ
ムとのAPI連携も可能に。

➢ どんな方でも、ストレスなく移動できるユニバーサルな
環境の整備を目指す。

➢ ＪＲ各社や民鉄各社との段階的な連携を前提に進める。
                                                            ※ 共生社会政策課と連携



➢ 国・県・市町村・医療従事者が共通で使える交通／地域活
動／医療・介護の統合分析ダッシュボードを開発。

➢ 「交通空白」解消による経済と社会の好循環を加速する
仕組みを構築し、今後のスタンダードに（外出支援⇒健康
寿命延伸と所得・消費増⇒社会保障費等の歳出減と税収
増（財政健全化） ⇒財源創出による更なる外出支援）

➢ 全国の自治体において交通・医療・介護の一体施策がよ
り効果的に推進される。

                                                                            ※厚労省と連携

➢ 地域交通（外出支援）が、社会保障費（医療費、介護費）に
与える効果を数量的に算出できる標準計算手法を確立。

➢ データ分析に基づく、合理的な政策の設計や客観的指標
による政策評価を可能とする。

➢ 地域交通（外出支援）が、社会保障費（医療費、介護費）を
どのぐらい削減できるか効果を数値化するための標準
手法が、未確立。

➢ 全国の自治体が比較可能な形で上記の施策効果を統合
分析できる基盤（統合ダッシュボード等）が、未整備。

➢ データ分析に基づく合理的な統合政策が実施されてい
ない。

202６年度 主なプロジェクト紹介

2026年度の取組み

現状の課題

New

目指す姿

地域交通の社会保障費削減効果の評価手法標準化

「地域交通の医療費等削減効果の汎用推定モデル開発プロジェクト」



データに基づく地域公共交通計画
アップデートのための汎用手法が不足

業務の方法が事業者ごとにバラバラ
であり、経営統合や協業が難しい

配車アプリやMaaSアプリが乱立し、
ワンストップ化されていない

事業者ごとにデータがバラバラ

地域横断のデータ分析ができない

地域交通DX推進プロジェクト「コモンズ COMｍｍｍONS」

鉄道A社 バスB社 バスC社

◼我が国の地域交通では、MaaSアプリや配車アプリなど、デジタル技術を活用したモビリティサービスの高度化は一定程度
普及したものの、アプリやデータ、業務プロセスなどがそれぞれで発展し、連携していない「サイロ化」（個別最適化）が発生。

◼ 「交通空白」解消に向けて地域交通の連携・協働をさらに深めていく新たなフェーズにおいては、先進技術の導入やデータ
連携に向けた環境整備を促進することが必要。

COMmmmONS（コモンズ） ：Code for Mobility Common Societyの略称。

デジタルの力によってすべての人がアクセス可能な共通のモビリティ基盤を創り出してい
くというプロジェクトのコンセプトが込められています。地域交通の連携・協働の課題となる様々な「サイロ」（個別最適化）

◼地域交通における「サイロ化」（個別最適化）の問題に対処するため、
地域交通DX推進プロジェクト「コモンズ」を2025年度からスタート。

◼ 地域交通法の改正とも連動し、共同化・協業化や輸送資源のフル活
用などをデジタル活用の観点から推進するため、以下の取組などを
実施。

① ダイヤ編成や運行管理等のバス業務の標準化

② 施設送迎車両の共同管理システムの提供

③ 交通データの標準化とデータ分析ツールの開発 等

⇒ 地域交通の生産性向上

バラバラな後方業務 標準モデルに
準拠した形に変革

＜現状＞ ＜目指す姿＞

業務連携する際のコスト大

形や色や大きさを統一する
ことで、
業務連携がスムーズに

ダイヤ編成や運行管理等のバス業務の標準化のイメージ地域交通DX推進プロジェクト「コモンズ」の新たな取組

A社
B社 C社 A社 B社 C社
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地域交通法改正と連動して実施したコモンズのプロジェクト

共同化・協業化の推進 ❘ ダイヤ編成や運行管理等のバス業務の標準化

◼バス業界では、ダイヤ編成、運行管
理、勤務管理などの後方業務を各社
が独自に構築。

◼自動運転の本格導入も見据え、業務
とシステムを標準化し、各社が共通
のシステムを使ったり、業務を統合
できる環境が必要。

◼国がバスの後方業務プロセス及びシ
ステムの標準仕様を策定。

◼この標準仕様を普及させることによ
り、システムコスト削減、無駄な回送
の削減などの運行最適化、自動運転
等のシステムの効果最大化などを実
現。

Vis

後方業務には未だ紙管理も存在
データに基づく

運行管理が可能に

輸送資源のフル活用に必要な環境整備 ❘ 施設送迎車両の共同管理システムの提供

◼学校のスクールバスや病院の送迎車
両などを公共ライドシェア等と組み
合わせて地域全体でフル活用するに
は、複数の施設が連携した車両管理
が必要。

◼国がバスの後方業務プロセス及びシ
ステムの標準仕様を策定。

◼この標準仕様を普及させることによ
り、システムコスト削減、無駄な回送
の削減などの運行最適化、自動運転
等のシステムの効果最大化などを実
現。

某介護施設における

ホワイトボード上の管理

簡単な操作で

送迎管理が可能

地域公共交通計画の高度化の実現 ❘ 交通データの標準化とデータ分析ツールの開発

◼交通データは事業者やシステムごと
にバラバラになっており、自治体で
データを統合して活用することが難
しい。

◼自治体職員が扱えるデータ分析ツー
ルが乏しく、コンサル外注に依存す
る傾向。

◼国が交通データの標準仕様を策定。
あわせて、様々なデータを自治体に
おいて簡単に扱えるデータ分析ツー
ルを開発。

◼データ活用環境の整備により、自治
体が作成する地域公共交通計画を
飛躍的に高度化。

A電鉄 B鉄道 C交通 Dバス

変換が必須でコストが大

データ分析ツール

「LINKS Mobilys」



コスト構造を改善し、どう収益分岐点を動かすか

アーサー・ディ・リトル・ジャパン「モビリティサービスの事業性分析」
（2019年経済産業省「新しいモビリティーサービスの活性化に向けて-IoTやAIが可能とする新しいモビリティサービス関する研究会」資料より)

人件費のうち５～１５％程度が内勤者（小規模事業者の方が、間接部門比率が高くなるか）。

自動運転



たとえば、タクシー事業のコスト構造と収益圧迫要因

✓ 複数アプリ対応や決済手段多様化等による
経理業務の負担 、手数料や機材コスト

✓ 電話配車、事故対応、クレーム対応、運行管
理、その他書類作成

✓ 車両その他資材の調達コスト
✓ 人材確保＆育成コスト  
✓ 人材移行期におけるドライバーと運行管理者

の給与逆転
✓ 夜間早朝時間帯における運行管理・事故対

応者の確保難、集団点呼による実効性低下
等



✓ 小規模タクシー事業者の後方業務の共同化・自動化・遠隔化

• コスト・工数の削減効果が高い共同化・自動化領域を特定（例えば、遠隔点呼、共同配車
（特に深夜早朝）、経理、事故対応など）。

• 業務プロセス及びシステムアーキテチャーの標準化により、相互互換性を確保。円滑な
共同化、システムコストの低廉化を実現。

• 運行供用者責任を負うことを踏まえ、安全管理や顧客との関係など経営の主導権、最終
的な役割を失わない（各社のガバナンスや企業価値を活かせる）仕組みづくりを検討（自
動運転の導入も念頭に）。

✓ データ分析等による、売上（実車率）を効果的に向上させるための効果的な人材育
成（育成コストの逓減）、運行の支援

• 新任者の育成・早期習熟、遠隔での乗務支援、配乗や運行の更なる効率化

• 付き添い支援などホスピタリティ領域への人材再配置やリスキリング支援

地方の中小タクシー事業者の担い手不足を解消。自動化・共同化により、収益率を改善、事
業性・持続可能性を向上する必要があるか。

たとえば、タクシー事業のデジタル活用と連携・協働による収益構造改革

＜将来＞
✓「地方で使える」自動運転の実装による、コスト構造の更なる改善
✓移動による社会保障費の削減など経済社会好循環の創出→支援の充実



自動運転による便益 （交通事故の削減）
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自動運転による便益 （公共交通サービスの再生・充実）

60「完全自動運転が描く輸送コストの未来図」（2025、KPMG）

〇 自動運転の実装は、公共交通事業者にとって、「運転者等の担い手不足解消」、「労働制
約からの解放」、そして事業コストの大きな割合を占める「人件費の大幅削減」を意味する。

〇 それに伴う運賃の低廉化、サービスの24時間化、デジタル化に伴う利便性の向上等は、
公共交通利用者を増加に転じさせ、公共交通サービスの再生、持続的な黒字基調への転
換をもたらす可能性がある。

※ 「完全自動運転導入時」の車両維持費や車両償却費は、過去に行われた実証実験でのコストを元に試算
されたものであり、今後実装される技術やサービスに応じ、更なるコスト低減効果が発現する可能性がある。



自動運転による便益 （地方への誘客実現）

61

〇 地方部において、自動運転により利用しやすい二次交通が確保できれば、インバウンド
等が日本の隅々まで誘客され、国内外との交流や消費の拡大を通じ地域経済を活性化、
同時にオーバーツーリズムの未然防止・抑制に大きく貢献する可能性。

令和5年度「訪日外国人旅行者の受入環境整備に 関するアンケート」調査結果

インバウンドが「旅行中に困ったこと」の上位に「公共交通の利用」 （特に二次交通）が
依然挙げられており、訪問を諦めるなど地方誘客の大きなボトルネックとなっている。



自動運転による便益 （「交通空白」の抜本解消と地域経済の再生）

62

〇 全国の交通空白地において、もし自動運転が誰しも気軽に利用できるサービスとして実
装・浸透した場合、「交通空白」が解消され、諦めていた潜在外出需要が顕在化、家族送
迎負担からの解放が実現するか。
〇 おでかけ増による地域経済の活性化、就労時間増加による世帯所得の増加、健康増進
による社会保障費の抑制、通学負担軽減と学校外活動の活性化などの波及効果を生む可
能性も。

デジタル庁、令和6年度「自動運転等新たなデジタル技術を活用したモビリティサービスの社会実装に向けた移動需要の把握に関する調査研究」

通院を我慢
（１割程度（潜在需要））

普段の買い物を我慢
（１～２割程度（潜在需要））

家族送迎を減らしたい
（１割程度）

お出かけ、外食を我慢
（３～８割程度（潜在需要））

交通空白地における「外出の諦め」（＝潜在需要）



自動運転のレベル分け

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

レベル５

縦または横の一方向だけ運転支援

縦・横方向に運転支援

一定の条件下で、自動運転

（条件外では、ドライバーが安全確保）

一定の条件下で、自動運転
（条件外でも、車両が安全確保）

いつでも、どこでも、無人運転

運
転
者
が
周
辺
監
視

シ
ス
テ
ム
が
周
辺
監
視

実現できること
・ 自動ブレーキ
・ 自動で車間距離を維持 など

実現できること
・（運転者の監視の下）

  自動で車線変更  など

実現できること
・ 画面の注視、
・ 携帯電話の使用 など

実現できること
・ 無人運転 など

“フット・フリー”

“ハンズ・フリー”

“アイズ・フリー”

※ 一定の条件とは、「時速50キロ以下」、「晴天」、「高速道路上」など

“ドライバー・フリー”

63

レベル２＋＋
ドライバー関与をほぼ必要としない
高度な運転支援

実現できること
・ 複雑な交通環境下における

高精度走行  など

要
ド
ラ
イ
バ
ー

ド
ラ
イ
バ
ー
な
し



世界での苛烈な研究開発競争
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技術動向

65

→ ルールベースからAIベース（E2E）へシフト（＝車両価格の低廉化と走行エリア拡張の容易化）

横浜 （京急電鉄）
無人タクシー（2027年度～）

L4大型バス （いすゞ）
（2027年度～）

東京都心（日本交通）
無人タクシー（時期非公表）

L2++乗用車
（日産＋ウェイヴ社（英） ）
（2027年度～）

L4小型バス （トヨタ）
（2027年度～）

松山 （伊予鉄）
無人バス（2027年度～）

商用車の本格的な

L4サービス開始

（2026～2028年）

国産自動運転車の

開発進展、市販化

（2027年～）

E2E技術の更なる進化
（CES2026※）

・AIによる運転判断ロジックを言語化。事故時の事後検証を容易に。
・自動運転開発基盤のオープンソース化による自動運転AIの開発加速。（NVIDIA社）

L4自動運転に関する

国際基準の策定

（2027年）

①車両の安全性 ②組織体制 ③モニタリング・不具合の改善

製造前の安全確保 市場投入後の安全確保

※ AIやモビリティなど最先端技術が集う
展示会（ラスベガス開催）



自動運転の実現のためのこれまでの制度整備
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自動運転技術の「最先端」（AIベースの自動運転）
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「質の高い」自動運転移動サービスへ
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国内における見通し
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これまでのアプローチ
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自動運転の実現に向かう「第３のアプローチ」
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「AIベース」の自動運転車による車両価格低廉化への期待
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「我が国を取り巻く自然環境、国際環境の変化」「ライフスタイル・価値観の変化」「交通産業の事業環境の変化」

時代認識とそれを踏まえた現在の課題、目指す社会の姿

今後の交通政策の基本認識及び基本的な方針・施策の提示

第３次交通政策基本計画（2026年1月16日閣議決定）

目標１
地域交通のリ・デザインの全面展開による「交
通空白」解消・ 地域課題の解決

① 未曾有の人口減少・少子高齢化に
的確かつしなやかに対応した地域の実現

② 内外の諸情勢に対応した、
豊かさを支える成長型の経済の実現

③ 防災・減災、安全・安心、環境や多様性等が
確保された持続可能な社会の形成

④ デジタル・新技術の社会実装による、多様な社会課題への効率的・効果的な対応

＜基本認識＞ 「人口減少という危機を好機に変え、一人ひとりが豊かさと安心を実感できる持続可能な活力ある経済・社会を実現」

相互に関連

【第１章】

【第２章】（基本認識・基本的方針）
【第３章】（目標・施策）

時代認識

○人口減少・少子高齢化 ○担い手不足の深刻化 ○事業環境の厳しさ（需要減、物価上昇等） ○観光需要への対応 ○国際情勢の不安定化
○巨大災害への備え ○輸送の安全・安心 ○2050年カーボンニュートラル目標 ○多様性・包摂性を持つ社会 ○技術の進化と普及拡大への期待の高まり現在の課題

目指す社会の姿

目標２
持続可能なまちづくりや地域産業の活性化に
向けた交通政策の推進

目標３
多様な交通機能の拡充・強化による、地域間
の円滑な人の流れ、交流の実現

目標４
多様な政策のベストミックスによる持続可能
な物流の実現

目標５
交通ネットワーク・システムの強化による国際
競争力の向上

目標６
多様な災害リスクやインフラ老朽化、輸送の安
全を徹底させる環境構築等への確実な対応

目標７
気候変動の顕在化や世界的潮流等を踏まえ
たグリーン社会実現に向けた交通の実現

目標８
全ての人が活躍できる共生社会を支える交
通の実現

基本的
方針A

地域社会を支える、
地域課題に適応した交通の実現

基本的
方針B

成長型経済を支える、
交通ネットワーク・システムの実現

基本的
方針C

持続可能で安全・安心な社会を支える、
強くしなやかな交通基盤の実現

基本的方針D（分野横断的） デジタル・新技術の力を活かした時代や環境の変化に応じた交通サービスの進化

⚫「モビリティ・パートナーシップ・プログラム」の推進等、新た
な制度的枠組みの構築
⚫官民連携プラットフォームを活用したパイロット・プロジェク
トの全国展開 等

⚫まちの移動ニーズを充足・創出する新たなモビリティサービ
ス開発
⚫業務標準化プロジェクトによる生産性向上 等

⚫基幹的な交通の拠点とネットワークの強化
⚫事業者間の連携等による人材確保・育成推進 等

⚫多様な輸送モードを活用した「新モーダルシフト」の推進
⚫物流拠点の整備 等

⚫海事クラスターの強靭化
⚫国際コンテナ戦略港湾の機能強化 等

目標９
サービスの高度化とデータ駆動型の取組による、新
たな価値創造とより便利で快適な移動の実現

目標10
自動化・遠隔化等を通じたサービスの構造変革に
よる、生産性向上等の実現

目標11
サイバーリスクの十分な想定と対応の推進による、
安全・安心な交通サービスの実現

⚫災害への対応力強化、交通インフラの老朽化対策
⚫重大事故の防止に向けた安全対策強化 等

⚫徹底した省エネ、クリーンエネルギーへの移行
⚫環境価値の見える化 等

⚫バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進
⚫交通サービスにおけるジェンダー主流化 等

⚫データ仕様の標準化等、地域交通DXの推進
⚫国土交通分野の行政情報のオープンデータ化と活用 等

⚫徹底した自動化・遠隔化技術の導入推進
⚫交通分野のDX推進による生産性向上 等

⚫サイバー攻撃等への防御体制構築
⚫サイバーセキュリティ人材の確保・育成 73



第３次交通政策基本計画（2026年1月16日閣議決定）
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それらもいいのですが



人口減少と人口偏在の加速

３



地方タクシー事業の持続可能性向上こそ、
「交通空白」解消、すなわち地方における負の構造的連鎖を断ち切る「鍵」。

0 20 40 60

（％）

5万人未満市町

村

5万人以上市町

村

政令市・県庁所

在地・中核市

３大都市圏

公共交通が減り自動車が運転できないと
生活できない

大都市へのアクセスが悪い

徒歩圏内のコンビニ、スーパー、病院
などの施設が少ない

趣味・娯楽など楽しめる場所がない

コミュニティが弱く頼れる人がいない

住民の高齢化や減少により
コミュニティの維持が不安

居住地域に対する不安（地域別） 集落に住みつづけるために必要な機能（鳥取県）

出典）国土交通省「平成29年度国民意識調査」

57.4%

49.1%

49.1%

48.0%

43.5%

39.3%

33.5%

26.7%

25.3%

14.8%

14.6%

12.4%

4.8%

4.6%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80%

買い物支援（配達、地域商店の運営、移動販売、ガソリンス…

.医療機関・診療所（訪問診療看護サービス含む）

送迎サービス（学校、病院、その他高齢者福祉施設など）

雪かき・雪下ろし（除雪機導入、除雪請負業者、ボランティア…

コミュニティバスの運行、その他外出支援サービス

鳥獣被害対策

空き家や里山などの維持・管理

金融機能・郵便局機能

声かけ、見守りサービス

弁当配達・給配食サービス

公的施設の維持（保育園、学校、公民館含む）

健康増進対策（健康教室、体力づくり施設など）

名産品・特産品の加工・販売（加工施設、直売所の設置・…

交流施設カフェ、レストラン等

その他

令和3年

(N=1571)

※複数選択

令和３年に、鳥取県が、山間谷部奥地に位置する113集落、2,379世帯を対象に暮らしの状況等について
行った調査

出典）「鳥取県山間集落実態調査」
77

居住地域に対する不安要素や、集落への居住に対して必要な機能として、交通に関する項
目が多く挙げられており、 「移動の足」の確保によりこれらの不安解消が必要。



地域の衰退、我が国の活力減退： 経済・社会損失を生む負の連鎖構造
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高齢者の
免許返納

本人の諦め

家族の遠慮・諦め

家族送迎負担の増大
（地方部だと10時間以上も／週）

「頼める人いない、選択肢がない」
「より遠くまで、高頻度で様々な時間に送迎」

思ったように働けない
（就業機会逸走、遠くまで働
きにいけない、重要な役割を
担えない、学べない）

思ったように働けない
（就業機会逸走、遠くまで働
きにいけない、重要な役割を
担えない、学べない）

病院いけない／いかない病院いけない／いかない

病院いけない／いかない病院いけない／いかない

近所では学べない
図書館、塾、進学諦め
部活動諦め

近所では学べない
図書館、塾、進学諦め
部活動諦め

買物、食事、地域活動・会合
いけない／いかない
買物、食事、地域活動・会合
いけない／いかない

域内経済の縮小
税収減

世帯所得・消費減少

全セクターの担い手不
足、働く場の都市転出
魅力的な職場の喪失

全セクターの担い手不
足、働く場の都市転出
魅力的な職場の喪失

家族を食べさ
せることができ
ない。突然死、重症化

地元では生業
や仕事の見通
しが持てない。

自立して
生活できない。
（入院、施設入居）

自分の将来が
みえない。

コミュニティの衰退、
地域文化の後退
コミュニティの衰退、
地域文化の後退

学力低下、生きる力を
育てる原体験の逸走
体力の低下

学力低下、生きる力を
育てる原体験の逸走
体力の低下

急性疾患、重症化
孤独死、要介護化
急性疾患、重症化
孤独死、要介護化

都市部への転出、
地元に帰れない

子供を控え
少子化加速

少子化、生産人口減少の加速
（地域経済と人口の縮小）

公共交通
の衰退

学校や病院
小売店の統廃合



地域の衰退、我が国の活力減退： 経済・社会損失を生む負の連鎖構造
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多大なる「機会損失」
地域の担い手不足、世帯所得・消費の低迷
子どもたちの学ぶ機会や将来の可能性の喪失
高齢者の健康面への悪影響・社会保障費増大

観光消費の減退

通学・通院・買い物・旅行に
お困りごとを抱える方々
（移動手段の不足）

「交通空白」は、地域と個人の成長を阻む“見えない壁”

表面の課題

家族送迎負担
（主に現役世代の無償労働）

地域の衰退、都市への人口流出、
少子化の深刻化

我が国の活力の減退

内在する
本質的な課題



①家族送迎による時間損失： 子育てのための家族送迎

81

〇 子育てのための家族送迎は、ライフステージに応じ変化。
〇 週１０時間の家族送迎（無償労働）は、それだけでも一人当たり法定労働時間（週４０
時間）の25%にも相当。

これに親の介護・通院
送迎が重なっていく。



①家族送迎による時間損失： 地方部と都市部の格差拡大

82

〇 人口が少ない（「交通空白」が生まれている）地方ほど、子供の送迎負担（自家用車
による）は、親、特に女性に偏って、重くのしかかる。

「中学生のスポーツ活動と保護者の関与に関する
調査」（2025年1月、日本財団）

「都市における人の動きとその変化」 

（令和３年度国土交通省全国都市交通
特性調査集計結果より）



①家族送迎による時間損失： 可処分時間の断片化、介護離職の誘発

83
出典：内閣府「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査（2016年）」の就業状況データほかをもとに、EY、国交省が作成。

〇 教育、医療、介護などのエッセンシャルサービスは、送迎があって初めて成立。しかし、保育や通学、介護サービ
スの開所時間や施設送迎時間は、各施設の運営やその担い手に配慮し、制約・固定化されがち。その結果、各
家庭が、仕事との両立のため自らのタイムスケジュールを調整する余地は少ない。

〇 それらに送り出し準備、迎え・戻りの運転、待機等が付随し、可処分時間を圧迫。更に突発での子供や親のケ
ア、不定期の通院や遠方送迎が加われば、可処分時間は更に断片化、就労はより短時間で不安定なものに。

〇 親が送迎を手伝えるうちは助けになるが、親の加齢やフレイル化、学校や病院の統廃合、部活動の地域移行
等が進むにつれ、職場側が育児・介護に配慮した勤務体系を用意していても、就労継続は困難になっていく。

子育て関係（登下校、学童、部活動、塾、習い事など） 親の介護・医療関係（施設送迎付デイサービス利用＋通院送迎） 就労可能時間帯（薄緑：その他の可処分可能時間帯）

5時 6時 7時 8時 9時
10
時

11
時

12
時

13
時

14
時

15
時

16
時

17
時

18
時

19
時

登園・登校
送り／戻り

7:00〜8:00
家族送迎

下校・学童 
迎え

（待機あり）

15〜17時 親が迎える

習い事・塾など
送り/迎え

デイサービス
見送り

8:15〜9:00 
施設送迎

デイサービス
出迎え

16〜17時
施設送迎

9:30〜12:00 病院

就労可能時間は、約5時間に制約
9:30〜14:30

子育て

親の
支援

就労
可能
時間

遠方病院への通院送迎
※ヘルパー不在時の親の介護も要介護度に応じ対応

（週1など（時間休で対応））

学校外活動 送り/迎え（待機あり）

 （部活動の地域移行、週２～３回）

弁当・朝食
登校支度
洗濯掃除
など

親宅へ
車で
移動

通
勤

隙間で
買物、用事？

夕食支度
宿題支援など

通
勤

1日の送迎回数：4～5回 | 子ども関連：朝1回＋夕1～2回 介護関連：朝1回＋夕1回
約10時間／週の家族送迎が、実際には
就労可能時間を約5時間／日に制約

地方部での典型事例：40代女性 ／ 子供２人 ／ 要介護の母（別居。送迎付デイサービス週3回、通院週１回など）

親宅
へ
車で
移動

親宅
から
車で
戻り

まとまった可処分時間は、ここだけ

家族送迎 家族送迎

家族送迎家族送迎

※太赤枠は、施設運営等のため固定化された
スケジュール

（保育園、学校、介護施設、病院、学童等の開所時間／施設送迎時間など）

施設送迎利用 施設送迎利用

在宅家事 在宅家事

家族送迎



②地域の担い手と稼ぐ力の喪失； 時間損失による就業機会逸走と世帯所得低
迷

84
出典：総務省統計局、 令和3年社会生活基本調査の実測値

経産省、仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン（2024年）のデータを基にEY作成

〇 家族送迎負担は、特に女性の就労可能時間を分断・短縮し、非正規雇用を余儀なくする、管理職への昇任
を諦めさせる、介護のため離職せざるを得ないといった状況を引き起こす。さらに都市への転出を加速する。
〇 これらの経済・社会損失は、個人や個別の世帯の問題、地方の問題ではなく、日本全体の構造的課題か。

構造的制約：制度の「時間の壁」 当事者の実態：スケジュールが「断片化」 経済・社会課題の顕在化

昼間就労に男女で大きな格差。
女性は就労可能時間も短く。

• 全人口に占める男性の昼間就労者（就労
行動者率）は51～55%（9～14時のコア
時間帯）。

• これに対し、女性は30～35%にとどまり、就
労時間も短い。

家族送迎行動が女性に集中。
（特に男性の約5倍）

• 学校、学童、デイサービス、塾や習い事の送
迎負担が、朝と夕方～夜の時間帯、特に女
性に集中。

• 親が送迎を手伝えるうちは大きな助けだが、
働き手が壮年世代になり親の加齢やフレイル
化が進行すると、就労継続が困難に。
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女性：育児・介護関連
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国際労働組合総連合（ITUC）は、「ケアエコノミー」
（介護、育児、家事等のケア労働に関する経済活
動）に公的投資をすることで、担い手不足等の問
題解決につながり、債務を減らすと指摘。また、イ
ギリスでは、GDPの２％をこの領域に投資するこ
とで、150万人の労働を創出すると試算。
https://a.msip.securewg.jp/doc/docview/viewer/docN16FF415B5C9978447e14805d2368c3
abe5f99cbcec3d667eba1c4881798fa6e41e950a151aca

仕事と介護の両立困難による労働総量・生産
性の低下は、2030年時点で9.2兆円に相当と
試算（「介護両立支援のアクション 経営者向
けガイドライン」） 

介護離職やワーキングケアによる経済損失

ケアエコノミー投資による好循環創出

まとまった可処分
時間は、ここだけ

夕方～夜に
家族送迎負担
が集中



②地域の担い手と稼ぐ力の喪失； 時間損失が、女性の稼ぐ力と希望を失わせる。

85

〇 ジェンダーに寄らず誰しもが、魅力ある仕事をしたい、自己実現したい等の観点から、管理職への関心を十分
に持っている。 しかしながら、家庭送迎等の負担が集中しがちな女性は、「仕事とプライベートの両立」、「就労
時間を十分確保できない」などの理由により、管理職等への昇進を諦めることが多い。

〇 更に、親や地域、職場からの無意識のバイアス（偏見）や圧力をきっかけに、昇進意欲を失わせたり、早期の
離職を余儀なくされる（負のループに陥る）傾向がある。

管理職や昇進に関する男女意識調査（mento）

内閣府男女共同参画局「第5次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ」～
（令和2年12月25日閣議決定）より



稼ぐ力の喪失： 「交通空白」が、インバウンドに地方来訪を諦めさせる。

86

〇 インバウンドが「旅行中に困ったこと」の上位に「公共交通の利用」 （特に二次交通）が依然挙げられ
ており、訪問を諦めるなど地方誘客の大きなボトルネックとなっている。さらに、インバウンドの44%が、
「交通空白が原因で、いくつかの観光地への訪問を諦めた」とする調査結果も。

〇 「交通空白」が解消されれば、インバウンド等が日本の隅々まで誘客され、国内外との交流や消費の
拡大を通じ地域経済を活性化、同時にオーバーツーリズムの未然防止・抑制に大きく貢献する可能性。

令和5年度「訪日外国人旅行者の受入環境整備に 関するアンケート」調査結果

“訪日観光客は、日本の交通機関に全体
的に満足しているが、62%の人が「旅行
中に少なくとも1回移動手段やアクセスに
関する課題に直面」、18%（5人に1人）が
「滞在中日常的にそのような課題に直
面」、加えて44%が「交通空白が原因で、
いくつかの観光地に行くのを諦めた」 と
回答。”

Abhineet Kaul, Swee Cheng Wei, Chailyn Ong (Access Partnership)

＜グローバルシンクタンクによるレポート＞



③多大なる機会損失： 域内消費の低迷、地域活動等の消失、「生きる喜びや生きがい」の喪失

87

〇 交通空白地では、全ての年齢層において、「（もし出かけられるのなら）本当はもっと出
かけたい」との潜在外出願望が強くある。外出手段がない、家族に送迎を頼むのを遠慮す
る等により、おでかけ（日用品以外の買い物）、趣味、仲間との会合などの最大８割程度
を諦めている。

デジタル庁、令和6年度「自動運転等新たなデジタル技術を活用したモビリティサービスの社会実装に向けた移動需要の把握に関する調査研究」

通院を我慢
（１割程度）

普段の買い物を我慢
（１～２割程度）

家族送迎を減らしたい
（１割程度）

お出かけを我慢
（３～８割程度（潜在需要））



③多大なる機会損失： 保護者の時間制約が、子供に学校外体験を諦めさせる。

88

〇 「保護者に時間的余裕がない（送迎、付き添いなど）」が、経済的理由と相まって、子供の
部活動など学校外での経験を諦めさせる主たる原因に。
〇 その傾向は、地方部において、更にひとり親世帯において、より顕著に現れる。

子どもの「体験格差」実態調査最終報告書（公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン、2023年7月）

子どもがやってみたいと思う学校外の体験をさせてあげられなかった理由（都市圏／地方部）

子どもがやってみたいと思う学校外の体験をさせてあげられなかった理由
（ひとり親世帯／ふたり親世帯）



③多大なる機会損失： サポートを必要とする世帯ほど、子供の諦め（教育機会の逸走）が顕著に。

89

〇 疾病や障害を抱えるなど「サポートを必要とする世帯」ほど、可処分時間が少なく、子
供の学校外体験の諦めは顕著となる。

子どもの「体験格差」実態調査最終報告書（公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン、2023年7月）



③格差の拡大、人口流出： 学校外体験の諦めが、将来の経済格差に。

90

〇 子供の学校外体験の有無は、学業成績のみならず、「将来の外向性・協調性、情緒安
定性」や「将来所得や学歴」と高い相関があるとされている。
〇 交通空白に伴う学校外体験の諦めが、子供の将来に負の影響を及ぼす。もし、そのお
それや諦めが重なれば、子供の将来のため都市への転出を考えざるを得なくなる。

小学校時代の課外・学校外活動と学業、非認知能力、将来の成果との関係―運動と音楽の選択に着目して（独立行政法人経済産業研究所（RIETI）： 久米 功一（東洋大学）、鶴 光太郎（ファカル
ティフェロー）、佐野 晋平（神戸大学）／安井 健悟（青山学院大学））

小学生の学校外体験（部活動経験）
と、学業成績、将来の非認知能力
（外向性等）、将来の所得や学歴
の相関

（＋が多いほど正の相関が高い）

https://www.rieti.go.jp/users/tsuru-kotaro/index.html
https://www.rieti.go.jp/users/tsuru-kotaro/index.html


③格差の拡大、人口流出： 世帯所得の低迷が、将来の経済格差に。
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〇 家族送迎負担等による可処分時間の減少は、世帯所得の縮小をもたらすおそれ。そ
れが放置されれば、子供の学力、高校卒業後の進路、更には就労形態や生涯所得に影
響を与え、結果、経済・社会格差の拡大や子供の将来への負の連鎖をもたらすおそれが
ある。

文部科学省「教育投資の現状に関する考え方」（平成24年11月）より



③少子化の深刻化： 経済的負担、時間制約、将来社会への不安等が主な要因

92

〇 「子供を望まない」のは、「経済的な理由」、「時間制約（仕事との両立）」が主要因とされて
いる。さらに「地域社会の衰退」など「子供の将来を取り巻く社会への不安」が大きく影響す
るとされている。

子供の将来を取り巻く社会に不安を持つ理由

子供を望まない理由 合計特殊出生率の推移



③少子化の深刻化： 可処分時間と稼ぐ力、地域の活力の再生による少子化の歯止め

93

〇 「交通空白」解消により、現役世代の可処分時間と稼ぐ力を取り戻し、地域の活力を再
生することで、将来不安を解消することが急務。

〇 それらにより、少子化や地方の人口減少に歯止めをかけることができれば、「交通空白」
解消が、わが国が抱える「構造的な負の連鎖」を根幹から断ち切ることに繋がる。

「2024年の特殊合計出生率（1.15）は、可処分時間を
２時間増やすことで約「0.35」、若者の賃金を年率4%
増やすことで約「0.2」上がると推定。」
（希望出生率を約1.6と推定。なお、現行「加速化プラン」（児童手当増額、高等教育学
費軽減など）による押上げ効果は、約「0.1」）

こども家庭審議会「第19回基本政策部会」（こども家庭庁）
（2026 年 2 月 20 日） 柴田 悠委員 （京都大学） 資料より

現役世代の就労機会増加
等により世帯所得を増加
（若者の年率４％の賃上げ）

「交通空白」解消により現役世代を
家族送迎負担から解放

現役世代の可処分時間を
増加（平日１日２時間）

こども未来戦略
「加速化プラン」を、
強力に後押し



④健康面での悪影響： 移動は、「健康」の社会的決定要因（SDH： Social Determinants of Health）

94
University of Wisconsin Population Health Institute.

〇  「健康」は、生物学的な要因のみならず、社会的要因により決定されると言われている（WHO「健康の
社会的決定要因（Social determinants of health; SDH）」）。

〇 さらに生活習慣、教育、雇用・経済、医療・介護、社会参画など、健康（特に健康寿命）に寄与する社
会的決定要因の多くが、「移動環境」により規定されてしまう。

WHO 健康の社会的決定要因（Social determinants of health; SDH）

内閣府「高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果（令和5年度）」より

高齢者にとって「病院、公共施設、買い
物等が遠いこと」が突出して深刻。

高齢者にとって、自律的に外出する手段・能力を無くし知人との会
合など社会活動への参加機会を失うことは、「生きがいの喪失」
（QOLの低下）、更には「身体機能の急速な低下」に直結しやすい。

内閣府令和6年度高齢社会白書、「生活機能の自立・非自立、都市規模別にみた高齢者」（東京都健
康長寿医療センター研究所 小林 江里香）ほかより

東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保
健研究チーム 桜井良太、藤原佳典（平成30年7月、
International psychogeriatric）

社会的孤立×閉じこもり傾向の高齢
者は、6年後の死亡率が2.2倍高いと
の研究成果も。



④地域格差の拡大： 健康寿命の格差縮小に向けて
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第４回 健康日本21（第三次）推進専門委員会
「健康寿命の令和４年値について」（令和6年12月）
ほか

〇 「第３次健康日本２１」 ※では、「健康寿命の延伸（平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加）」と共
に、「健康寿命の格差縮小 （都道府県格差）」を目標とし、「個人の行動と健康状態の改善」及び「社会環境の
質の向上」を図ることとされている。※ 健康増進法に基づく「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（令和５年５月告示）

健康寿命（令和４年） ※ 左が男性、右が女性

大阪医科薬科大学研究支援センター
医療統計室の片岡葵、伊藤ゆり准教
授は、東北大学中谷友樹教授、京都
大学近藤尚己教授、東京医科大学井
上茂教授、菊池宏幸講師、広島大学
福井敬祐准教授、大阪大学佐藤倫治
特任助教との共同研究により、全国
1707の市区町村の地理的な社会経
済指標による平均寿命 (Life 
Expectancy: LE) ・健康寿命 
(Healthy Life Expectancy: HLE) の
格差の存在を、初めて明らかにした。

The Lancet Regional Health-Western Pacific

住んでいる市町村により
健康寿命に格差
～社会経済指標が悪い地域ほど、
健康寿命は短い～
（2021年8月30日）

女性の健康寿命

男性の健康寿命

＜1707市町村の上位群と下位群の差＞
男性 健康寿命：2.32年
女性 健康寿命：0.93年

困窮度が高い →← 困窮度が低い



④重症化と社会保障費の増大 フレイル発症・重症化の悪循環（フレイルサイクル）
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〇 高齢者においては、「外出頻度＝活動量」の低下が発端となり、発症。骨格筋量の低下、血行悪化
等が社会的／心理的／肉体的脆弱性を増長しながら、重症化を加速。これを予防するためには、「栄
養・疾病管理」と共に、適度な運動を伴う「外出頻度」と「社会参画機会」の維持が肝要。

フレイルは、加齢に伴う心身の変化と社会的、環境的な要因が合わさることにより発症、重症化。

加齢に伴う活動量の低下と社会交流機会の減少
↓
身体機能の低下（歩行スピードの低下）、筋力の低下
↓
認知機能の低下、易疲労性※2や活力の低下、慢性的な管理が必要な疾患
（呼吸器病、心血管疾患、抑うつ症状、貧血）、体重減少、低栄養など

「 地域支援事業を活用した地域づくり・資源開発」（ ㈱日本能率協会総合研究所服部真治主幹研究員）

外出手段の喪失



④重症化と社会保障費の増大 送迎負担の増大、運転免許返納や高齢者世帯増加による外出頻度低下
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〇 地方部では、「交通空白」により、高齢者の外出手段が極端に自家用車（運転又は家族送迎）に依
存。現役世代の「家族送迎負担」を高める原因に。また、地方部では、運転免許の返納や高齢者単独
世帯の増加が高齢者の「外出頻度低下」に直結するが、今後その傾向がより顕著となるおそれ。

国土交通省「都市における人の動きとその変化（令和３年度 全国都市交通特性調査集計結果）」より

地方部、特に男性の
落ち込みが顕著。

高齢者の外出手段及び外出頻度／日（平日） 年齢階層別 外出頻度（平日）



④重症化と社会保障費の増大： 外出活性化による健康寿命延伸と介護費抑制の可能性
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〇 介護・医療セクターと相互に連携して地域資源を最大活用し、外出・社会参加の機会を増やし、高齢
化に伴う社会保障費の増大を抑制することが必要。

〇 たとえば、外出が週１日以下の高齢者は、ほぼ毎日外出する高齢者に比べ、5年間で介護費用が約
７万円（23%）高くなる。たとえば、もし、介護予防支援と外出や社会参画の支援により、要介護度２の
住民一人を元の生活に留めることができれば、最大約120万円／年の財源が生まれる。

「 地域支援事業を活用した地域づくり・資源開発」（ ㈱日本能率協会総合研究所服部真治主幹研究員）

SIP第3期/スマートモビリティプラットフォーム ロジックモデル ほか

区分支給限度基準額
（介護保険から給付される一か月あたりの上限額） 

＜山梨県内での研究事例（右記）＞
〇 山梨県内11市町村の自立高齢者38,875人を対象に、５年間にわたる追跡調査の

結果、外出頻度が「ほぼ毎日」の高齢者に対して「週2-3回」の高齢者は4万円，
「週1回以下」の高齢者は7万円、介護費用が高くなることが判明。

〇 1日の平均歩行時間が「60分以上」の者に対して「30分未満」の者では11万円介
護費用が高くなる。

〇 高齢者の活動性を維持・向上させることで介護費用の増加を抑えられる可能性。
山梨大学大学院総合研究部生命環境学域平井准教授 「活動性の低い高齢者の介護費用は高くなる」（2021年6月）



④重症化と社会保障費の増大： 外出活性化による健康寿命延伸と医療費抑制の可能性
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〇 富山市での実証において、おでかけ定期券（※）を継続利用するアクティブな高齢者層は、そうでない高齢
者に比べ、医療費が４年間で30％低減され、医療費の増加傾向も抑制されることを確認。

（※）おでかけ定期券： 富山市内在住の65歳以上の高齢者を対象に、公共交通利用料金を大幅に割引する制度（１乗車100円）。令和4年度で約1000人（全体の20%）の高齢者が利用。

〇 「週３－４回以上の外出」確保は、適切な保険指導等と相まって、死亡率、医療費、要介護認定率や介
護サービス点数を抑制する可能性。

高齢者の外出活性化支援による医療費の抑制（富山市）
外出頻度と予後（5年）の医療費・要介護認定の相関
（80才以上、足に障害なし）

古谷野 亘（聖学院大学）、長田 斎（女子栄養大学短期大学部）、安藤 雄一（国際保健医療科学院）、澤岡 詩野（ダイヤ高
齢社会研究財団）、甲斐 一郎（東京大学）「傘寿者における外出頻度とその後の医療費・介護サービス点数」（2019）



④社会保障費の増大： 社会保障給付費と公費の負担増加

総務省、財務省資料より

〇 高齢化に伴い、社会保障費が一人当たり給付額と共に急速に増加し続けた結果、令和7年度（2025年度）に
は、GDPの2割を超える状況に（1990年にはGDP比1割程度）。

〇 国民による保険料負担の増加もさりながら、国、地方の公費負担が年率４～５％で増加した結果、令和7年
度に社会保障費の公費負担（国・地方）は55.3兆円に達した（平成31年度（2018年度）比で18%増）。

社会保障費の推移（年金、医療・介護、福祉）

社会保障費の負担分担（年金、医療・介護、福祉）



④「交通空白」解消による地方発の成長： 現役世代の実質負担軽減×社会保障費の抑制

〇 社会保障費の増大は、保険料及び税負担として現役世代を直撃し、実質所得低迷の一因になるおそ
れ。また負担の将来世代への付け回しも、将来の不確実性を高め、少子化を更に加速させるおそれ。ラ
イフスタイルでの負担と給付のバランスを考慮しながら、現役世代の負担を軽減し可処分所得（実質賃
金）を上昇させる総合施策が急務。

〇 「交通空白」解消により、現役世代の時間損失や機会損失を無くし実質的な負担軽減を実現したい。
さらに、社会保険料の増加を抑制しながら、可処分所得を増加に転じ将来不安を払しょくすることで、少
子化傾向に歯止めをかけることを試みたい（地方発の内発的成長、増税なき財政再建）。

ライフサイクルでの負担と給付（教育、医療・介護、年金）

社会保険料の負担分担と財政赤字の推移

総務省、財務省資料より

将来人口推計



「交通空白」解消による経済社会への波及と好循環の創出
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高齢者が
免許返納
しても暮らせる

稼ぐ力の再生
自己実現

幸福、満足、希望（Well-being実現）

家族送迎負担、外出諦
めからの解放
（働く、学ぶ、生きるを楽しむ）

気にせず働ける。魅力ある仕事に
就ける。キャリアアップと収入増
気にせず働ける。魅力ある仕事に
就ける。キャリアアップと収入増

ワークライフバランスの実現ワークライフバランスの実現

地域で適切なケアが受けられる。
病院へアクセスできる。
地域で適切なケアが受けられる。
病院へアクセスできる。

図書館、塾にいける、進学
諦めない。のびのび部活動
や地域学習ができる。

図書館、塾にいける、進学
諦めない。のびのび部活動
や地域学習ができる。

買物、食事、地域活動・会合
自由にいける。
買物、食事、地域活動・会合
自由にいける。

消費増による域内
経済拡大、税収増

全セクターの担い手が
回復、市場拡大による
魅力的な仕事の創出

全セクターの担い手が
回復、市場拡大による
魅力的な仕事の創出

安心して
健康に働ける

コミュニティ活性化、祭
祀等地域文化再生
コミュニティ活性化、祭
祀等地域文化再生

学力の向上、生きる力
を育てる原体験の獲得
体力の向上、将来所得

学力の向上、生きる力
を育てる原体験の獲得
体力の向上、将来所得

重症化、要介護化の
予防、社会保障費抑制
重症化、要介護化の
予防、社会保障費抑制

将来不安の解消による、少子化・転出
マインド、投資・消費マインドの変容。
財政健全化による対策財源のねん出と
外出支援の更なる充実。

公共交通
の再生、
移動手段
の充実

学校や病院
小売店の再生

外部から人、知恵、資本が入る。

観光客、関係人口の増加
地方での起業や企業立地の増加

社会保障費の抑制、
国・地方財政の健全化

少子化及び生産人口減の緩和
地方発の経済再生

ここで家族を
食べさせること
ができる。

地元で生業や
仕事の見通し
が持てる。

地元で
最後までよく
生きれる。

未来への希望
を実感できる。

将来不安の解消



移動とは（人が人に会う、その場所に行くとは）

愛情と信頼に基づく「相互の」関係性を深めること（＝ホスピタリティの学術定義）。
居場所（安全・安心）が与えられ、共同性が徐々に深まる中で、役割を果
たすことで、承認欲求の充足、深い自己実現（成熟と幸福）へ至る。

※ 観光庁「第二のふるさとプロジェクト」ほか

世界の資本家やリーダーは、世界が失った普遍性、ホンモノに触れるため
世界の果てまで行く。イノベーションは、世界の資本家がホンモノを現す
匠やその職人と出会ったときに、最も効果的に創出される。
（シュンペーターのイノベーション理論より。例えば、スティーブ・ジョブズは、北陸で「土徳」に触れ、
人のあり方、モノの普遍的関係性を知り、アップル商品のコンセプトを生んだ。）

※内閣官房「新たな資本主義実現会議」、NHKスペシャル「世界を変えた男 スティーブジョブズ」ほか
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みなさま一人一人と。懐かしくて新しい世界を

〇日本国憲法（昭和二十一年十一月三日）前文（抄）

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚
するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持
しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努
めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する

権利を有することを確認する。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成すること
を誓ふ。
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